
紙箱（食品・ティッシュ等） 台紙 包装紙 ◎出し方

紙袋 雑誌・本 その他

新聞 ダンボール 衣類

紙パック

雑がみ

◎古紙・衣類に分類されるもの

◎古紙・衣類の出し方

資源物

①粘着テープ、宛名伝票等シール、
セロファン等は、取り除いてくだ
さい。

●中を水洗いして切り開き、乾かしてからひもで十文字にしばってください。
●お酒や野菜ジュースなど内側が銀色の紙パックは、「燃やせるごみ」（４ページ参照）です。

②分類ごとにひもで十文字に
しっかり束ねて出してくだ
さい。

折込チラシも一緒にひもで十文
字にしばってください。

ティッシュの取り出し口の
フィルムは、「容器包装プラス

ク」（７ページ参照）です。ッチ

×以下のものは、資源利用できず雑がみの対象にならないため、 「燃やせるごみ」（４ページ参照）です。
防水加工された紙　 カーボン紙　 感熱紙（レシート） 　 圧着ハガキ　 写真
シュレッダー紙　 石鹸・洗剤等匂いの付いた箱 　食べ物や油がついた汚れた紙

[古着として再使用できるもの]
ワイシャツ・スーツ・
ズボン・スカート・
和服・帯等

紙パックの
マーク

古紙・衣類

汚れた衣服や下着類（新品でも）は、
４ページ参照）です。（」みごるせや燃「

※雨天の場合、衣類は次の収集日に
出してください。〈濡れたものは資源
利用できず、焼却処分となります。〉

ひもで十文字
にしばってくだ
さい。

他の雑がみを
紙袋に入れて、
ひもで十文字
にしばってく
ださい。

他の雑 がみを
雑 誌 などには
さんで、ひもで
十文字にしばっ
てください。

飲料用・しょうゆ・
酒類・めんつゆ等の
容器で〈PET〉の
マークがあるもの

◎びん・缶に分類されるもの

◎びん・缶類の出し方

商品（飲食物・化粧品）が
入っていたびん
〈中身が空のもの〉

商品（飲食物のみ）が
入っていた缶
〈中身が空のもの〉

びん類 缶類

①ふたを外してください。 ②中身を出して、水洗いしてください。 ③びん・缶を分けずに一 緒に
中身が見える袋に入れてく
ださい。

（金属製のふたは「燃やせないごみ」（９ページ参照）で、プラスチック製のふたは「容器包装プラスチック」（７ページ参照）です。）

びん・缶類中身が見える袋
（透明か半透明の袋）

中身が見える袋
（透明か半透明の袋） ペットボトル

●一斗缶以上の大きさの缶は、「燃やせないごみ」
（９ページ参照）です。

※つぶさずにそのままの形で
袋に入れてください。

◎ペットボトルに分類されるもの

◎ペットボトルの出し方

ペットボトル 世界のこどもたちにワクチンを

①キャップを外して
ください。

③中身を出して、水洗い
してください。

④中身が見える袋に入れ
て出してください。

（キャップとラベルは、「容器包装プラスチック」（７ページ参照）です。）

収益は、世界のこどもたちに
ワクチンを提供するため、寄
付しています。

② ラベ ルを 剥 がして
ください。

資源物

資源物

飲 料用 ペットボトルキャップ は 、市 役 所 本
庁、リサイクルプラザ、新南陽・熊毛・鹿野総合
支所・支所などに設置された回収ボックスへ
お持ちください。

※できるだけつぶさずに出して下さい。

●汚れが落ちないびん・割れ
たびんや「びん」として購入した
ものは、「処理困難物」（11・12ページ参照）です。また、一升
びん、ビールびんはできるだけ購入店に返却してください。

粘着テープ・宛先シールなどを
できるだけ取り除いたうえ、ひも
で十文字にしばってください。

●汚れが落ちないペット
ボトル・切断されたペットボトルは、「その他プラス
チック」（８ページ参照）です。
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